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よ
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対
日
有
害
活
動
を
行
う
外
国
工
作
員
が
、
国
籍
法
が
定
め
る
素
行
善
良
の
要
件
を
満
た
さ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
虚
偽
の
帰

化
許
可
申
請
を
し
て
我
が
国
の
国
籍
を
不
正
に
取
得
す
る
こ
と
が
以
前
か
ら
行
わ
れ
て
き
た
。
昭
和
三
十
九
年
に
大
阪
府
警
察

が
摘
発
し
た
、
い
わ
ゆ
る
「
寝
屋
川
事
件
」
で
は
、
兵
庫
県
下
の
海
岸
か
ら
密
入
国
し
た
北
朝
鮮
工
作
員
朴
基
華
が
日
本
人
と

結
婚
し
て
日
本
国
籍
を
取
得
し
て
二
年
以
内
に
韓
国
に
潜
入
す
る
よ
う
指
示
さ
れ
て
い
た
。
昭
和
四
十
九
年
に
発
生
し
た
「
姉

弟
拉
致
容
疑
事
案
」
で
主
犯
と
し
て
国
際
手
配
さ
れ
て
い
る
北
朝
鮮
工
作
員
洪
寿
惠
こ
と
木
下
陽
子
容
疑
者
は
、
不
正
に
帰
化

許
可
を
得
て
日
本
国
籍
を
取
得
し
て
い
た
。 

 

北
朝
鮮
工
作
員
は
事
件
と
し
て
報
道
さ
れ
た
も
の
に
限
っ
て
も
日
本
以
外
に
韓
国
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
レ
バ
ノ
ン
、
バ
ン
グ
ラ

デ
シ
ュ
、
タ
イ
、
中
国
、
キ
リ
バ
ス
、
セ
ー
シ
ェ
ル
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
国
籍
を
取
得
し
て
い
る
。 

 

改
正
国
籍
法
の
議
論
の
過
程
で
昭
和
五
十
八
年
二
月
一
日
付
の
「
国
籍
法
改
正
に
関
す
る
中
間
試
案
」
の
「
第
三 

帰
化
の

三
」
に
「
帰
化
の
取
消
し
」
の
項
目
が
置
か
れ
、
「
法
務
大
臣
は
偽
り
そ
の
他
重
大
な
不
正
の
手
段
に
よ
り
帰
化
の
許
可
を
得

た
者
に
つ
い
て
、
許
可
の
後
五
年
間
に
限
り
、
そ
の
許
可
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
」
と
さ
れ
、
事
前
の
聴
聞
手
続
を
置
く

こ
と
が
注
記
さ
れ
て
い
た
。
諸
外
国
の
国
籍
法
を
み
る
と
、
帰
化
処
分
の
取
消
に
つ
い
て
明
文
の
規
定
を
置
く
も
の
も
少
な
く



 

２ 

 

な
い
（
『
逐
条
註
解
国
籍
法
』
）
。 

 

詐
欺
等
の
申
請
者
側
の
重
大
な
不
正
行
為
に
よ
っ
て
帰
化
許
可
処
分
を
受
け
た
こ
と
が
明
白
に
な
っ
た
場
合
に
は
、
法
務
大

臣
が
そ
の
処
分
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
か
。 

 

右
質
問
す
る
。 


